
 

農
で
つ
な
が
る

女
性
の
た
め
の
交
流
会
を

開
催
し
ま
す

県
営
住
宅
補
充
募
集

に
つ
い
て

　
農
業
や
農
村
で
の
暮
ら
し
に
関

心
の
あ
る
女
性
た
ち
が
集
ま
り
、

意
見
や
情
報
交
換
、
仲
間
づ
く
り

の
た
め
交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。

第
２
回

日
程

　

２
月
９
日（
金
）

調
理
体
験

　
午
前
９
時
30
分
～
12
時
30
分

交
流
会

　
午
後
１
時
～
３
時

場
所

　
エ
コ
ー
ル
み
よ
た

　
調
理
室
、
大
会
議
室

内
容

　
お
や
き
、
炭
酸
饅
頭
づ
く
り
体

験
と
交
流
会 

申
込
期
限

　

２
月
６
日（
火
）

持
ち
物

　
三
角
巾
、
エ
プ
ロ
ン
、
マ
ス
ク

注
意
事
項

　
当
日
の
参
加
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
事
前
に
申
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
、
申
込
み
先

　
産
業
経
済
課
農
政
係

　
（
32
）３
１
１
３

　
佐
久
地
区
に
あ
る
県
営
住
宅
入

居
者
の
募
集
を
次
の
と
お
り
行
い

ま
す
。

募
集
期
間

　

２
月
上
旬
～
中
旬
予
定

　
午
前
8
時
30
分
～午

後
5
時
15
分

　
（
土
日
を
除
く
）

受
付
場
所

　
佐
久
市
跡
部
65
番
地
１

　
長
野
県
佐
久
合
同
庁
舎
４
階

　
　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社

　
佐
久
管
理
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

　
募
集
の
詳
細
に
つ
い
て
１
月
下

旬
ご
ろ
に
、
長
野
県
住
宅
供
給
公

社
佐
久
管
理
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
長
野
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
住
宅
供
給
公
社
佐
久

　
管
理
セ
ン
タ
ー

　
０
２
６
７（
78
）５
４
１
０

　このウクライナ紛争で長引く紛争の影響を受けている皆さまを支援するための「ウクライナ人道危機
救援金」を実施したところ、多くの皆さまのご厚意により多額のご寄付をいただきました。皆さまにご
協力いただきましたことに、心より御礼申し上げます。集まった救援金については日本赤十字社を通じ
て支援に充てさせていただきます。

合計金額　1,286,022円　
問い合わせ先　区長会事務局(総務課庶務係)（32）3111

区長会「ウクライナ人道危機救援金」の報告とお礼について

御
代
田
町
ふ
る
さ
と
納
税

　
　
　
　
　
住
民
活
動
応
援
事
業
支
援
金

令
和
6
年
度
の
事
業
を
募
集
し
ま
す

　
「
御
代
田
町
ふ
る
さ
と
納
税
住

民
活
動
応
援
事
業
支
援
金
」は
、

公
共
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
団

体
の
皆
さ
ま
が
自
ら
創
意
工
夫
し

て
企
画
し
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
に

対
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
原
資
と

し
て
応
援
す
る
制
度
で
す
。

　
令
和
6
年
度
の
募
集
に
つ
い
て

の
詳
細
や
応
募
書
類
等
は
、
町
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
で
検
索
し
て

い
た
だ
く
か
、
二
次
元
コ
ー
ド
よ

り
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
企

画
財
政
課（
役
場
２
階
13
番
窓
口
）

に
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

対
象
団
体

　
町
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
構

成
す
る
団
体
で
、
政
治
・
宗
教
・

反
社
会
的
活
動
等
を
目
的
と
し
な

い
団
体
。

対
象
事
業

・
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
に
繋

が
る
事
業（
公
共
性
）

・
地
域
住
民
が
協
働
し
、コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
形
成
が
で
き
る
事
業

（
協
調
性
）

・
独
自
の
発
想
や
新
た
な
展
開
が

期
待
で
き
る
事
業（
独
創
性
）

・
波
及
効
果
や
新
た
な
展
開
が
期

待
で
き
る
事
業（
発
展
性
）

・
計
画
や
費
用
に
実
現
性
・
継
続

性
が
期
待
で
き
る
事
業（
実
現

性
・
継
続
性
）

※
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
定
着
し

た
イ
ベ
ン
ト
、
備
品
の
購
入
が

主
と
な
る
事
業
な
ど
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
団
体
構

成
員
へ
の
人
件
費
、
食
糧
費
な

ど
対
象
に
な
ら
な
い
経
費
も
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

支
援
金
額　

　
補
助
対
象
経
費
の
４
／
５

（
上
限
50
万
円
）

募
集
締
め
切
り

　
2
月
22
日（
木
）必
着

問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
財
政
課
地
域
振
興
係

（
32
）3
1
1
2

介
護
の
と
び
ら
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

︵
保
健
福
祉
課
地
域
包
括
支
援
係
︶

︵
31
︶2
5
1
0

問
い
合
わ
せ
先

お
知
ら
せ

《
生
き
が
い
教
室
》

●
第
11
回

　
2
月
9
日（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時

場　
所

　
エ
コ
ー
ル
み
よ
た

　
　
　
あ
つ
も
り
ホ
ー
ル

『
人
生
会
議

　
～
カ
ー
ド
を
使
っ
て

自
分
の
人
生
を
考
え
よ
う
～
』

講　
師

　
看
護
師　
佐
藤
洋
子 

氏

＊
今
回
は 

事
前
申
込
制 

で
す

《
生
活
・
介
護
支
援

　
　
　
　
　
サ
ポ
ー
タ
ー

（
13
期
生
）養
成
講
座
》

●
第
11
回

　
2
月
16
日（
金
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

場　
所

　
役
場
2
階　
大
会
議
室

『
地
域
づ
く
り
と
活
動
事
例
』

講　
師

　
は
つ
ら
つ
サ
ポ
ー
タ
ー

　
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
―

　

養
成
講
座
は
皆
さ
ま
が
始
め

た
い
月
か
ら
１
年
間
、
受
講
生

と
し
て
講
座
を
受
け
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

講
座
の
受
講
は
、３
日
前
ま
で

の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　
「
遺
言
」と
は
被
相
続
人（
亡
く

な
っ
た
方
）が
生
前
に
、
自
分
の

死
後「
ど
の
相
続
財
産
を
誰
に
ど

の
よ
う
な
形
で
ど
れ
だ
け
渡
す

か
」等
に
つ
い
て
、
最
終
の
意
思

表
示
を
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
意

思
を「
遺
言
書
」と
し
て
書
面
に

残
す
こ
と
で
財
産
が
希
望
通
り
分

配
さ
れ
る
、
相
続
人
同
士
の
ト
ラ

ブ
ル
を
防
止
す
る
効
果
が
期
待
で

き
ま
す
。

　
認
知
機
能
が
衰
え
て
か
ら
で
は

作
成
が
難
し
く
な
る
た
め
、
判
断

能
力
が
あ
る
う
ち
に
着
手
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
遺
言
書
を
残
さ

な
い
場
合
は
法
定
相
続
人
全
員
で

遺
産
分
割
協
議
を
行
い
ま
す
。

　
遺
言
の
方
式
に
は
主
に
、
信
頼

性
の
高
い「
公
正
証
書
遺
言
」と

手
軽
で
自
由
度
の
高
い「
自
筆
証

書
遺
言
」が
あ
り
ま
す
。
ど
の
方

式
に
す
る
か
、
特
徴
を
踏
ま
え
て

判
断
し
ま
し
ょ
う
。

　
公
正
証
書
遺
言
は
公
証
役
場
で

保
管
さ
れ
ま
す
が
、
自
筆
証
書
遺

言
は
作
成
し
た
本
人
が
保
管
す
る

か
、
法
務
局
に
遺
言
書
の
保
管
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る「
自
筆

証
書
遺
言
書
保
管
制
度（
令
和
２

年
７
月
）」を
利
用
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。
こ
の
制
度
は
自
筆
証
書

遺
言
書
が「
相
続
人
に
発
見
さ
れ

な
い
こ
と
が
あ
る
」「
内
容
が
改
ざ

ん
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」こ
と

を
解
消
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て

創
設
さ
れ
た
も
の
で
す
。
保
管
の

対
象
は
自
筆
証
書
遺
言
書
の
み

で
、
法
務
省
令
で
定
め
る
様
式
に

従
っ
て
作
成
さ
れ
、
封
の
さ
れ
て

い
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と

④
⑤
は
不
要
に
な
り
ま
す
が
、
保

管
手
数
料
は
必
要
で
す
。
保
管
の

申
請
は
郵
送
や
代
理
で
は
で
き
ま

せ
ん
。
必
ず
予
約
を
し
て
か
ら
遺

言
者
本
人
が
窓
口
に
行
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
遺
言
や
保
管
に
つ
い
て
の
詳
し

い
内
容
や
手
続
き
に
つ
い
て
は
法

務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
法
務
局
で
は
、
遺
言
の

内
容
に
つ
い
て
の
質
問
や
相
談
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

各
相
談
の
お
問
い
合
わ
せ
先
は

次
の
と
お
り
で
す
。

遺
言
・
相
続
等
に
関
す
る
法
制
度

や
相
談
窓
口
に
つ
い
て

　
法
テ
ラ
ス
サ
ポ
ー
ト
ダ
イ
ヤ
ル

（
0
5
7
0
）0
7
8
3
7
4

　
法
テ
ラ
ス
長
野
地
方
事
務
所

https://w
w

w
.houterasu.

or.jp/

遺
言
・
相
続
等
に
関
す
る
相
談
窓

口
に
つ
い
て

　
長
野
県
弁
護
士
会

0
2
6（
2
3
2
）2
1
0
6

遺
言
や
登
記
等
の
相
続
に
関
す
る

手
続
き
に
つ
い
て

　
専
用
の
電
話
無
料
相
談

　
・
相
続

　
0
2
6（
2
3
2
）6
1
1
0

　
・
登
記
手
続
き

0
2
6（
2
3
2
）9
1
1
0

　
長
野
県
司
法
書
士
会

0
2
6（
2
3
2
）7
4
9
2

公
正
証
書
遺
言
に
つ
い
て

　
佐
久
公
証
役
場

0
2
6
7（
54
）8
3
0
5

　
上
田
公
証
役
場

0
2
6
8（
22
）5
4
7
7

遺
言
書
保
管
所

　
長
野
地
方
法
務
局
佐
久
支
局

0
2
6
7（
67
）2
2
7
2

　
長
野
地
方
法
務
局
上
田
支
局

0
2
6
8（
23
）2
0
0
1

公
正
証
書
遺
言
は

①
二
人
以
上
の
公
証
人
が
立
会
い

の
も
と
、
厳
格
な
方
式
に
従
い

作
成
し
ま
す
。

②
遺
言
の
内
容
に
つ
い
て
公
証
人

の
助
言
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

③
作
成
に
は
財
産
価
格
に
応
じ
た

手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

④
公
証
人
が
そ
の
原
本
を
厳
重
に

保
管
し
ま
す
。

⑤
家
庭
裁
判
所
で
の
検
認
手
続
き

が
不
要
で
す
。

自
筆
証
書
遺
言
書
は

①
15
歳
以
上
で
、
自
分
で
書
く
こ

と
が
で
き
れ
ば
自
ら
の
意
思
で

作
成
で
き
ま
す
。

②
法
令
上
の
要
件
を
満
た
し
て
い

な
か
っ
た
り
、
内
容
に
誤
り
が

あ
る
と
無
効
に
な
り
ま
す
。

③
ご
自
分
で
作
成
す
る
た
め
手
数

料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

④
遺
言
者
が
自
分
で
そ
の
原
本
を

管
理
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑤
遺
言
者
本
人
の
死
亡
後
、
家
庭

裁
判
所
で
の
検
認
手
続
き
が
必

要
で
す
。

遺
言
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
す
か
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